
岐阜県福祉サ－ビス第三者評価事業評価結果表 

平成 30年 2 月 27日改正 

（平成 30年 4 月 1日適用） 

①第三者評価機関名 

特定非営利活動法人 岐阜後見センター 

 

②施設・事業所情報 

名称：瑞浪市立竜吟幼児園 種別：保育所 

代表者氏名：遠 山 みゆき 定員（利用人数）：  ８０   名 

所在地：岐阜県瑞浪市釜戸町２８２１－２                        

TEL：０５７２－６３－２０５６ ホームページ：http://www.city.mizunami.lg.jp/docs/2014092907466/ 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日 昭和２９年４月１日 

 経営法人・設置主体（法人名等）：瑞浪市 

 職員数 常勤職員：      ６ 名 非常勤職員      ６ 名 

 専門職員 （専門職の名称）     名  

園長         １ 名  

主任保育士      １ 名  

保育士        ４ 名 保育士        ６ 名 

 施設・設備

の概要 

（居室数） （設備等） 

乳児室 １ 保育室 ３ 遊戯室 １ 調理室 １ 事務室 １ 

 

③理念・基本方針（※転載） 

 

【保育理念】 

 ・子どもの健やかな成長のために保育をし、適当な環境を与え、健全な心身の発達を 

助長する。 

 ・子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する。 

 

【保育方針】 

 ・養護と教育が一体となって、豊かな人間性をもった子どもを育成する。 

 ・家庭や地域との連携を持ちながら保育にあたる。 

 ・地域の子育て支援の為の役割を果たす。 

 

 

④施設・事業所の特徴的な取組（※評価機関において記入） 

・併設の子育て支援センターでの地域の未就園児との交流、園庭開放、地域ボランティア 

の受け入れ、地域の夏まつり、文化祭や運動会等への参加など、広く地域交流に取り組 

http://www.city.mizunami.lg.jp/docs/2014092907466/


んでいる。 

・市のアプローチカリキュラムによるスムーズな就学に向けた取り組みを行っている。 

・日頃の保育状況や行事の様子を写真やＤＶＤを活用して、分かりやすく保護者に伝えて 

いる。 

 

⑤第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 

 

平成 ３０ 年 ６ 月 １４ 日（契約日） ～ 

平成 ３１ 年 ３ 月 １９ 日（評価結果確定日） 

 受審回数（前回の受審時期）     ２  回（平成 ２５ 年度） 

 

⑥総評 

◇特に評価の高い点 

＜自然豊かな地域や小学校とのふれあいや交流が盛んである。＞ 

 園の周辺は自然豊かな環境に恵まれており、植物観察、野鳥観察の「自然ふれあい館」や移

動水族館での水辺の生物の観察を通して、子どもたちの自然への興味を深めている。また、高

齢者の方々の畑作業のボランティアである「三菱会」や地域の高齢者と七夕のササ飾りを一緒

にする「こぶしの会」等は、地域の高齢者との交流を図るとともに社会的ルールを学ぶ機会と

もなっている。小学校とは年間計画を作成し、プール交流、生活科の授業への参加、半日入学

等の交流を行っている。また、教師が来園し、子どもたちの様子を見て、保育士と情報交換す

る等、市のアプローチカリキュラムを活用し、スムーズな就学に向けた取り組みを行っている。 

 

＜障がいのある子を受け入れ、生活しやすい環境を整備している。＞ 

 支援の必要な子の受け入れを行っており、生活しやすいようバリアフリーに取り組んだり、

加配保育士を配置して、児童発達支援センター等の関係機関と連携しながら対応している。ま

た、他の子どもたちにとっても、生活をともにし、日々の関わりの中で優しさや思いやりの気

持ちを育んでいけるよう援助している。 

 

＜具体的な安全確認の実施を教えている。＞ 

 全国瞬時警報システムであるＪアラートの音と地震速報の音の違いを実際に流して教えてい

る。また、河畔に設置してある水位計を見て、水の量と水位とを見比べさせ、安全を確認させ

たり、避難場所を教えたりする等、生活していく上での身を守ること、気をつけることを丁寧

に教えている。 

 

◇改善を求められる点 

＜中・長期計画や事業計画の充実化に向けた取り組みに期待したい＞ 

中・長期計画は、園運営の方向性を明らかにした中・長期ビジョンは示されているが、経営

全体に渡る内容を盛り込んだ計画までには至っていない。また、事業計画は、研修計画や行事

計画等の各種計画が策定されているが、園の現状と課題を明確化し、施設経営全般に渡る計画

として、予算の根拠づけによる実効性のある計画の策定までには至っていない。今後とも継続

して、計画の充実化に向けた取り組みに期待したい。 



 

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

 総評では、園の特色とそれを生かしての保育への取り組みを良さとして評価していただきま

した。今後も小規模園の良さを生かし、見過ぎてしまうのではなく、見届けられる良さを生か

して、子ども主体の保育をすすめていきたいと思います。 

 改善点でご指摘をいただきました、中・長期計画や事業計画については、園の課題としてあ

げました園児数の減少に対して、市や地域全体で住みよいまちづくりを考え、幼児園の役割と

して、安心して子育てのできる環境を整えていきたいと思います。地域でひとつの園としてア

ピールし、まちの活性化に努めたいと考えます。 

 評価の良かった点についても、更なる改善に努めることで、今後、多様化する子育てニーズ

に対応した保育サービスの提供に努めたいと考えます。 

 

⑧第三者評価結果 

  別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


